
 

   津市低入札価格調査試行要領 

 

平成２０年１２月２２日  

 

 改正 平成２５年３月１日 

    令和元年６月３日 

    令和４年６月１日 

    令和８年６月１日 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、本市が発注する工事又は製造の請負（以下「建設工事」

という。）について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下

「令」という。）第１６７条の１０の２第２項に規定する落札者となるべき

者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ

ると認めるときに行う調査（以下「低入札価格調査」という。）の実施につ

いて必要な事項を定めるものとする。  

 （対象工事） 

第２条 この要領の対象となる建設工事は、津市建設工事総合評価落札方式試 

 行要領（平成２０年１２月２２日施行。以下「総合評価試行要領」という。）  

 第１条に規定する総合評価落札方式による入札を実施する建設工事とする。 

 （調査基準価格等） 

第３条 低入札価格調査を適用する基準価格（以下「調査基準価格」という。）

は、津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第１２条第１項に規定す

る最低制限価格の設定の方法により算出した額とする。  

２ 調査基準価格を下回る入札のうち、重点的に低入札価格調査を実施する場

合における基準価格（以下「重点調査基準価格」という。）は、前項の規定

により算出した調査基準価格に１００分の９７を乗じて得た額（１万円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。  

 （失格基準価格） 

第４条 失格基準価格とは、調査基準価格を下回った場合において、契約の内

容に適合した履行がされないと判断される価格をいい、失格基準価格を下回



 

る入札については、低入札価格調査を実施せず失格とする。  

２ 失格基準価格は、別表第１の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に掲げる算出方法により算出した額（１万円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた額）とする。 

 （入札者への周知） 

第５条 市長は、入札に当たり次に掲げる事項について周知するものとする。 

⑴ 調査基準価格、重点調査基準価格及び失格基準価格を設定していること。 

⑵ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、価格その他の条件が本市に

とって最も有利なものをもって申込みをした者（以下「最低価格入札者」

という。）であっても落札者とならない場合があること。  

⑶ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、資料の提出及び事情聴取に

協力すべきこと。 

 （入札の執行） 

第６条 入札の結果、最低価格入札者が調査基準価格を下回った入札を行った

場合には、落札者又は落札候補者の決定を保留するものとし、落札者又は落

札候補者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。  

 （低入札価格調査の実施） 

第７条 前条の入札が行われた場合は、当該工事担当課長及び調達契約課長は、

次項及び第３項の規定による低入札価格調査を行うものとする。  

２ 最低価格入札者の積算内訳書が別表第２に定める判断基準を満たしている

かどうかについて調査を行うものとする。 

３ 前項の規定による調査の結果、最低価格入札者の積算内訳書が別表第２に

定める判断基準を満たしている場合は、別に定める津市低入札価格調査マニ

ュアルに基づき、次に掲げる事項について調査を行うものとする。ただし、

最低価格入札者の入札価格が重点調査基準価格以上の価格である場合は、第

２号から第９号までに掲げる事項のうち、調査を要しないと認める事項につ

いての調査を省略することができる。  

⑴ 当該価格で入札した理由 

⑵ 手持ち工事の状況 

⑶ 契約対象工事場所と入札者の事務所、倉庫等との関連  

⑷ 手持ち資材の状況 

⑸ 資材購入先との関係 

⑹ 手持ち機械数の状況 



 

⑺ 労務者の具体的供給見通し 

⑻ 過去に施工した公共工事名及び発注者の状況  

⑼ 経営状況 

⑽ その他必要な事項 

 （調査結果の報告） 

第８条 調達契約課長は、前条の規定による調査を行った結果を、津市建設工

事等入札参加資格審査委員会設置要綱（平成１８年津市訓第３号）第１条に 

 規定する津市建設工事等入札参加資格審査委員会（以下「委員会」という。）  

 の審査に付すものとする。ただし、前条第２項の規定による調査の結果、最

低価格入札者の積算内訳書が別表第２に定める判断基準を満たしていない場

合は、この限りでない。 

 （委員会の審査に基づく落札者の決定等）  

第９条 市長は、委員会の審査の結果、契約の内容に適合した履行がされると

認めるときは、最低価格入札者を落札者又は落札候補者として決定する。 

２  市長は、第７条第２項の規定による調査又は委員会の審査の結果、契約の

内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その者を落札

者又は落札候補者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込み

をした他の者のうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをも

って申込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札者又は落札候補者

とする。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回った入札を行っ

た者であった場合には、当該次順位者を最低価格入札者として改めて低入札

価格調査を行うものとする。 

３  前項の規定により、最低価格入札者を落札者又は落札候補者としないこと

を決定したときは、落札者又は落札候補者としない理由を付して通知するも

のとする。 

 （適用される事項の周知） 

第１０条 低入札価格調査対象工事においては、入札に当たり、調査基準価格

を下回って契約する場合は、次の事項が適用される旨を周知するものとする。 

 ⑴ 専任の担当技術者を１名追加して工事現場に配置すること。  

 ⑵ 契約保証金を契約金額の１００分の３０以上の額とすること。 

 （委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

   附 則 



 

 この要領は、平成２０年１２月２２日から施行する。  

   附 則（平成２５年３月１日） 

１ この要領は、平成２５年３月１日から施行する。  

２ 改正後の津市低入札価格調査試行要領の規定は、この要領の施行の日以後

に公告を行う建設工事について適用し、同日前に公告を行った建設工事につ

いては、なお従前の例による。 

   附 則（令和元年６月３日） 

１ この要領は、令和元年６月３日から施行する。  

２ 改正後の津市低入札価格調査試行要領の規定は、この要領の施行の日以後

に公告を行う建設工事について適用し、同日前に公告を行った建設工事につ

いては、なお従前の例による。 

   附 則（令和４年６月１日） 

１ この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

２ 改正後の津市低入札価格調査試行要領の規定は、この要領の施行の日以後

に公告を行う建設工事について適用し、同日前に公告を行った建設工事につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（令和８年６月１日） 

１ この要領は、令和８年６月１日から施行する。  

２ 改正後の津市低入札価格調査試行要領の規定は、この要領の施行の日以後 

 に公告を行う建設工事について適用し、同日前に公告を行った建設工事につ

いては、なお従前の例による。 

  



 

別表第１（第４条関係） 

失格基準価格の算定方法 

備考 上記表に記載のない区分については、公告にて随時判断基準を示す。 

区分 算定方法 

土木工事等 
直設工事費×０．９５＋共通仮設費×０．８５＋現場管理

費×０．８＋一般管理費×０．４５ 

建築工事等 

（直設工事費×９０％）×０．９５＋共通仮設費×０．８

５＋（現場管理費＋直接工事費×１０％）×０．８＋一般

管理費×０．４５ 



 

別表第２（第７条関係） 

積算内訳書の判断基準 

  入札時に提出された積算内訳書において、次の表に掲げる全ての費目に 

ついて、それぞれ発注者の設計金額に同表に掲げる割合を乗じて得た額 

（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）以上であ

ること。 

区分 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費 

土木工事等 ９５％ ８５％ ８０％ ４５％ 

建築工事等 ９３．５％ ８５％ ８０％ ４５％ 

備考 上記表に記載のない区分については、公告にて随時判断基準を示す。 


